
 

 

 

令和６年度ひろしまの森づくり事業の普及啓発に係る業務企画提案書審査要領 

 

（目的） 

第１条 この要領は、ひろしまの森づくり事業の普及啓発に係る業務に関する業務予定者の選定にお

いて公平性、公正性を確保するため、ひろしまの森づくり事業の普及啓発に係る業務予定者選定委員

会（以下「選定委員会」という。）を設置することとし、その審査に必要な事項を定める。 

 

（業務） 

第２条 選定委員会は、次の業務を行う。 

（1） 評価基準の審査 

（2） 公募型プロポーザル参加者から提出された提案書の内容の評価 

２ 委員の任期は、当年度において、ひろしまの森林づくりフォーラム事務局がひろしまの森づくり

事業の普及啓発に係る業務委託契約を締結するまでとする。 

 

（組織） 

第３条 選定委員会は、委員長及び委員で構成する。 

２ 委員長は、ひろしまの森林づくりフォーラム事務局長（広島県農林水産局森林保全課長）を充て

る。 

３ 委員は、別表に掲げる者をもって構成する。 

 

（委員長） 

第４条  

２ 委員長は、選定委員を代表し、会務を総理する。 

３ 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指定する委員が職務を代理する 

委員は、別表に掲げる者をもって構成する。 

 

（選定委員会） 

第５条 選定委員会は委員長が招集し、委員長がその議長となる。 

 ２ 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開催できない。 

３ 委員長が必要と認めたときは、委員以外の出席を求め、意見等を聴取することができる。 

４ 委員会は、委員全員の同意があるときは、書面等により議事及び議決を行うことができるものと

する。 

５ 選定委員会の議事は、出席した者の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決すると

ころによる。 

 

（審査方法） 

第６条 審査は、第１次審査と第２次審査により行う。 

(1) 第１次審査（書類審査）は、全提案の中から優れた提案３件程度を選定する。なお、提案の総

数が３件以内であっても、著しく評価できないと判断した場合は、選外とすることもあり得る。 

(2) 第１次審査により選定された提案に対し、第２次審査（プレゼンテーション審査）を実施する。 

(3) 第２次審査における１提案者当たりのプレゼンテーションの時間は 15 分、質疑応答の時間        

は 10分とし、時間が経過した場合は、説明の途中であっても打ち切ることができる。 

(4) 選定委員会は、審査結果に基づき、評点が上位２者のうち１者を業務予定者として、他の者を

次点として選定する。 

(5) 最も評定が高い者が２者以上となった場合は、選定委員の多数決にて選定し、多数決において

も決することができなかった場合は、多数決で最も得票数の高かった提案者の中から選定委員長

が選定することとする。なお、次点の決定についても、最も優れた提案者を除いたうえで、同様



 

 

の方法で選定することとする。 

 

（評価基準） 

第７条 評価の基準は、次のとおりとする。 

（1） 評価項目・内容・配点 

 別紙のとおり（審査員の決議により、都度決定する。）。 

（2） 評価点 

ア 委員は、事業者の提案内容について、提案書に係るプレゼンテーション、ヒアリングも参考

にし、評価基準の表中の評価内容ごとに、前号に基づき配点する。 

イ 配点に評価基準の係数を乗じて算出した点数を合計した値を評価点とする。 

（3） 審査 

ア 最低基準点は 60点とし、評価点が最低基準点に満たない者については、前号の規定にかかわ

らず、審査の対象にしない。 

イ 同点１位が２者以上ある場合には、価格が低いものを優とし、決定する。価格が同額の場合に

は、「企画実施」の評価基礎得点の高いものを優とし、決定する。 

 

 

（庶務） 

第８条 選定委員会の庶務は、ひろしまの森林づくりフォーラム事務局（広島県農林水産局森林保全

課）が所掌する。 

 

（雑則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。 

 

附 則 

この要領は、令和６年 7月 30日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（別紙） 

 

 

審査項目 審査基準 
審査配点 

係数 配点 

業務の理解度 
・本業務の目的を的確に理解し、より多くの県民に、森づくり

事業の取組が伝わる内容になっているか。 
２ １０ 

企 

 

画 

・ 

内 

 

容 

Web広告 

【ターゲティングの設定】 

・各広告のクリエイティブ案、ターゲティングの手法が媒体ご

とに具体的に示されており、目的を達成するうえで有効か。 

２ １０ 

【認知の計測】 

・各広告の実施期間及び広告シミュレーション（媒体、予算配

分、想定クリック数、CV数等）で目標値が具体的に示されて

いるか。 

・目標値は目的の達成のために適当で、必要な解析等の実施が

予定されているか。 

２ １０ 

【メッセージ性】 

・動画及び T/Dには、事業目標達成に向けたユーザーの行動を

促す工夫があるか。 

２ １０ 

イベント 
・イベントの実施にあたって、ターゲットの関心を惹くような

効果的な企画・運営が提案されているか。 
３ １５ 

その他 

加点項目 

(自由広報) 

・上記のほか、目標を達成するために魅力的な提案があるか。 ２ １０ 

業務の実施体制 

・実施体制は本業務を確実に実施できるものとなっているか。 １ ５ 

・実施スケジュールは妥当かつ広報期間を十分にとれるものに

なっているか。 
２ １０ 

・同種業務の経験や知識が豊富であり、本業務を確実かつ効果

的に遂行する十分な実績を有しているか。 
２ １０ 

経費の妥当性 ・経費の内訳が明確であり、効果に対して妥当性があるか。 ２ １０ 

※ 予算上限額を超えた場合は選定しない。 

※ 選定委員会の委員による評価結果の合計が、満点（100 点×委員数）の６割に満たない場合は、

選定しない。 

※ 加点項目を除き、「評価しない」が 2項目以上あった場合は、選定しない。 

 

 

〇 各項目の配点は次のとおり。 

 

評価 特に優れる 優れる  普通 やや劣る 劣る 評価しない 

配点 ５ ４ ３ ２ １ ０ 

 

 


